
 

にっぽうニュース      （令和7年9月24日） 
①  弁理士報酬 
 平成13年に弁理士報酬額表（料金表）が廃止され、特許事務所が独自に手数料を定めていますが、平成15年と

平成18年に日本弁理士会が弁理士の費用（報酬）についてアンケートを実施しています。ただ、20年前です。 

制度 手続 報酬 条件 最頻値 平均額 

特許 

出願 
手数料 

明細書１5頁、請求項5、図面5枚、要約書1枚 
25～35万円 300,237円 

謝金 10～13万円 118，445円 

意見書 手数料 拒絶理由通知への対応（請求項1） 5～7万円 66,485円 

補正書 手数料 拒絶理由通知への対応（請求項増加なし） 5～7万円 63,556円 

面接 手数料 拒絶理由通知への対応（審査官との面積） 3～4万円  

異議申立 
手数料 

特許査定への対応（請求項1） 
25～29万円 276,630円 

謝金 23～26万円 236,647円 

不服審判 
手数料 

拒絶査定への対応（請求項1） 
18～21万円 189,729円 

謝金 18～21万円 173,739円 

無効審判 
手数料 

登録への対応（請求項1） 
36～39万円 377,534円 

謝金 36～39万円 357,128円 

調査 手数料 先行技術調査 5千～3万円  

鑑定 手数料 口頭による簡易鑑定 8～11万円 106,482円 

警告書 手数料 権利侵害への対応 1～3万円  

管理 手数料 審査請求や特許料納付の期限管理 5千～２万円  

相談 手数料 出願など手続に至るようなもの 5千円未満  

顧問 手数料 毎月 5～6万円  

実用

新案 
出願 

手数料 
明細書15頁、請求項5、図面5、要約書1 

20～30万円 265，896円 

謝金 5万円未満 60,934円 

意匠 出願 
手数料 

図面2、特徴記載あり、物品の説明あり 
5～10万円 104,125円 

謝金 6～8万円 63,562円 

商標 

出願 
手数料 

商品・役務の分類が１区分 
5～8万円 66,989円 

謝金 4～6万円 45,409円 

取消審判 
手数料 

不使用などへの対応（１区分） 
24～27万円 247,162円 

謝金 21～24万円 218,430円 

※ 手数料：弁理士が案件を受任したときに受け取る報酬（出願時の費用など） 

※ 謝金：弁理士が手続をすすめて結果が成功したときに受け取る報酬（登録時の費用など） 

 


